
 

 

 防 衛 省 仕 様 書 改 正 票 Ｄ Ｓ Ｐ 
 

 
 

Ｃ ３３０１Ｆ（１） 
 
 通信用絡車 制定 昭和 ５５． ９．１０ 
 

 改正 平成 ２９．１２．２２ 

 （ＲＥＥＬ，ＣＡＢＬＥ） 

 

 この改正票は，ＤＳＰ Ｃ ３３０１Ｆ（通信用絡車）についてのものであり，ＤＳＰ Ｃ 

３３０１Ｆと併用される。 

 

 

付図１ を次のように改める。 
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Ｃ ３３０１Ｆ（１） 

 

 

単位 ｍｍ 

注記 （ ）内の数値は，参考値とする。 

６ フック － ４ － 

５ ガイド ＳＰＨＣ １ ＪＩＳ Ｇ ３１３１ 

４ ゴムブッシュ 合成ゴム １ 野外線ＪＷＤ－１／ＴＴが通るものとする。 

３ 軸受 ＳＰＨＣ ２ ＪＩＳ Ｇ ３１３１ 

２ 胴 ＳＰCC １ ＪＩＳ Ｇ ３１４１ 

１Ｂ つば Ｓ３３Ｃ又はＳ３５Ｃ １ ＪＩＳ Ｇ ４０５１－焼入れ 

１Ａ つば Ｓ３３Ｃ又はＳ３５Ｃ １ ＪＩＳ Ｇ ４０５１－焼入れ 

番号 品名 材料 数量 注記 

図番 付図１ 名称 通信用絡車 尺度 － 

防  衛  省 

 

． 



1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，ＤＳＰ Ｃ ３１０３－１０１［野外用通信線（野外線ＪＷＤ－１／ＴＴ）］に規定されている野外線ＪＷＤ－１／ＴＴ

（以下，野外線という。）の保管，輸送，延べ線及び撤収に使用する通信用絡車（以下，絡車という。）について規定する。 

1.2 種類 

種類は，表１による。 

表１－種類 

種類 物品番号 

通信用絡車（ＪＤＲ－８） ８１３０－１７０－７２０２－５ 

通信用絡車（ＪＤＲ－８－Ｃ） ５８０５－１９０－８９１９－５ 

1.3 製品の呼び方 

製品の呼び方は，種類による。 

   例 通信用絡車（ＪＤＲ－８） 

1.4 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の

提出時における最新版とする。 

a) 規格 

ＪＩＳ Ｇ ３１３１       熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

ＪＩＳ Ｇ ３１４１       冷間圧延鋼板及び鋼帯 

ＪＩＳ Ｇ ４０５１       機械構造用炭素鋼鋼材 

ＮＤＳ Ｚ ０００１       包装の総則 

ＮＤＳ Ｚ ８２０１       標準色 

b) 仕様書 

ＤＳＰ Ｃ ３１０３       野外用通信線通則 

ＤＳＰ Ｃ ３１０３－１０１   野外用通信線（野外線ＪＷＤ－１／ＴＴ） 

 

2 製品に関する要求 

2.1 部品・材料・加工方法 

部品，材料及び加工方法は，付図１による。 

2.2 構造・形状・寸法 

構造，形状及び寸法は，付図１による。ただし，許容差のない寸法は，標準を示す。 

2.3 塗装・塗色 

塗装及び塗色は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。 

a) 通信用絡車（ＪＤＲ－８）の塗装は，防せい処理の後，吹付塗装を行う。 
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 通信用絡車 制定 昭和５５． ９．１０ 
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b) 通信用絡車（ＪＤＲ－８－Ｃ）の塗装は，防せい処理の後，焼付塗装を行う。 

c) 塗色は，ＮＤＳ Ｚ ８２０１の色番号２３１４（ＯＤ色 ７．５Ｙ３／１）を標準とする。 

2.4 外観 

外観は，良好で，色むら及び野外線を傷つけるような突起があってはならない。 

2.5 性能 

2.5.1 耐衝撃性 

耐衝撃性は，表２の試験を実施したとき，つば間隔が１５ ｍｍ以上変形してはならないものとし，つばのフックは，変形及び折損しては

ならないものとする。また，つばのつめは，２個以上剥離してはならない。 

2.5.2 耐落下性 

耐落下性は，表２の試験を実施したとき，つば間隔が１５ ｍｍ以上変形してはならない。 

2.6 製品の表示 

製品の表示は，次による。 

a) 表示箇所は，付図１による。 

b) 通信用絡車（ＪＤＲ－８）は，容易に消えない方法で，白色塗料で表示する。 

c) 通信用絡車（ＪＤＲ－８－Ｃ）は，容易に消えない方法で，黒色塗料で表示する。 

d) 表示項目は，次による。 

1) 型式番号（種類による。） 

例１ ＪＤＲ－８ 

2) 調達要求元の標識 

3) 製造者名又は，その略号 

4) 製造年月 

例２  ２０１４．３ 

 

3 品質保証 

検査は，表２によるほか契約担当官等の定める監督・検査実施方法による。 

表２－検査 

項目 試験方法 判定基準 

耐衝撃性 ａ) コンクリート床上に設置した鉄製の試験台に，つばを水平に固着し，中心から半径の３分の２の点

に，質量４ ｋｇの鉄製おもりを高さ０．９ ｍから連続３回同一箇所に落下させる。おもりの大きさは，

直径６０ ｍｍ±５ ｍｍの円筒形とする。 

2.5.1による。 

耐落下性 ａ) 野外線を３５０ ｍ（約５ ｋｇ）巻いた絡車を，つばの一端でつるし，１ ｍの高さから，コンクリート床上

に落下させる。 

2.5.2による。 

注 ａ) 耐衝撃性及び耐落下性の試験に適合した経験があり，かつ，その後の製造条件，設計，部品及び材料に変更がないことが確認

される場合には，検査を省略することができる。 
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4 出荷条件 

4.1 包装 

包装は，商慣習による。 

4.2 外装の表示 

外装の表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１の 5.によるものとし，表示項目は，次による。 

a) 調達要求番号 

b) 物品番号 

c) 品名（製品の呼び方） 

d) 数量 

e) 納入年月 

f) 契約の相手方の名称又は，その略号 

 

5 その他の指示 

契約の相手方は，絡車の製造に先立ち承認用図面を提出し，契約担当官等の承認を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
原案作成部課等名：陸上自衛隊 補給統制本部通信電子部 
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